
「総合的な防衛体制の強化に資する公共インフラの運用・整備方針について」の一部改正について 新旧対照表 

 

○ 総合的な防衛体制の強化に資する公共インフラの運用・整備方針について 

（令和６年４月１日総合的な防衛体制の強化に資する研究開発及び公共インフラ整備に関する関係閣僚会議）（抄） 

 

（下線部分は改正部分） 

改 正 後 改 正 前 

１～３ （略） 

 

４ その他 

（削る） 

 

 

 

２の方針は、安全保障環境の変化等を踏まえて、適時適切に見直

すものとする。 

 

１～３ （略） 

 

４ その他 

（１）２の方針を踏まえ、国土交通大臣は、空港法（昭和 31年法律

第 80号）第３条第１項及び港湾法（昭和 25年法律第 218号）第

３条の２第１項に基づいてそれぞれ定める「基本方針」を変更す

るものとする。 

（２）２の方針は、安全保障環境の変化等を踏まえて、適時適切に見

直すものとする。 

 

  

別添２ 



改 正 後 改 正 前 

（別紙） 

 

１ 特定利用空港 

（１）（略） 

（２）鹿児島県 

   鹿児島空港（国）、徳之島空港（鹿児島県） 

（３）（略） 

（４）熊本県 

   熊本空港（国） 

（５）・（６）（略） 

 

２ 特定利用港湾 

（１）（略） 

（２）鹿児島県 

   鹿児島港・志布志港・川内港・西之表港・名瀬港・和泊港

（鹿児島県） 

（３）熊本県 

   熊本港・八代港（熊本県） 

（４）～（６）（略） 

（７）福井県 

   敦賀港（福井県） 

（８）（略） 

（別紙） 

 

１ 特定利用空港 

（１）（略） 

（新設） 

 

（２）（略） 

（新設） 

 

（３）・（４）（略） 

 

２ 特定利用港湾 

（１）（略） 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

（２）～（４）（略） 

（新設） 

 

（５）（略） 
 


